
 第４次岩倉市総合計画 基本施策実績評価シート（H30）  

［Ａ］基本施策の総括的評価                                      

章 第６章 市民とともに歩む ひらかれたまち 節 第１節 市民協働・地域コミュニティ  

責任者 

所属 協働安全課 

基本施策 市民協働・地域コミュニティ 総合計画書記載ページ P180－183 氏名 小松 浩 

基本施策 

の実施状況・成果 

［総括的評価］ 

・市民活動・市民協働の活性化では、市民活動支援センターを中心に、市民活動助成金をはじめ広報

や SNS の活用講座、ボランティア活動を促進するための講座を開催した。登録団体全体会について、

名称を「市民活動い～輪会議」に改名し、登録団体が参加しやすい夜の時間帯での開催や、一般市民

の参加を呼びかけるなど、より充実した会議となるよう取り組んだ。 

・地域コミュニティの強化では、各行政区への区育成補助金、区掲示板設置費補助金、区公会堂建設

費等補助金等により、掲示板の設置や公会堂等施設の修繕等を行った。さらに、（財）自治総合センタ

ーが実施するコミュニティ助成事業を活用することで、市の財政負担なく東新町自治会や八剱町区に

対して大規模な備品購入を補助することができた。 

・市民参加機会の拡大では、自治基本条例に基づき市民参加条例を制定し、市政への市民参画を推進

するとともに、自治基本条例審議会では市民参加条例の進捗状況等の検証を行った。市民参加の手続

として、平成 29 年度に初めて市民討議会を開催した。 

社会情勢の変化や国・県等

の動向からみた次期計画

の主要課題（外的要因によ

る課題） 

・人口減少、超高齢化により地域づくりの担い手も高齢化、減少していく。現役世代

が市民活動や地域活動に関心を持ち、積極的な参加が得られるための制度や政策を講

じる必要がある。 

・市政への民意の反映、またはその機会の拡大がこれまで以上に求められていくと考

えられるため、市民参加条例に基づき市民参加機会の確保・拡大に努めていく。 

施策がめざす 

将来の姿 

第 4次総合計画で掲げためざす姿 

主な積み残し課題及び新

たに生じた課題（内的要因

による課題） 

・市民活動や地域活動への支援を担う中間支援組織としての市民活動支援センターの

機能の更なる充実が課題である。 

・市民参加手続の実施予定や実施状況、実施結果が確実かつ速やかに公表されるよう、

職員に向けて条例の周知・徹底が必要である。 

●市民一人ひとりが、それぞれの能力を生かし、支え合い、つながり合いながらまちづくりに参加し

て、自分たちのまちに愛着と誇りを持って暮らしています。 

●市民と行政が、それぞれの責任と役割を認識し、対等な立場で連携、分担、協働によるまちづくり

が進められています。 

●地域住民相互の信頼関係の下、それぞれの地域が課題解決のために自ら考え、自ら行動し、活気の

ある地域づくりを進めています。 

目標値 

 

基本成果指標 単位 
基準値 現状値 目標値 

算出根拠 
20年度 25年度 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 Ｈ32 

市民活動に参加している市民の割合 ％ 10.9 16.3 - - 12.9 12.7 18.3 15.0 ・市民意向調査、市民アンケートによる 

計画段階からの市政への市民参画に満足している市民の割合 ％ 73.0 74.4 - - 79.8 73.0 81.6 77.0 ・市民意向調査、市民アンケートによる 

［Ｂ］単位施策・個別施策についての評価  

単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

（１）市民活動・市民協働の活

性化 

市民活動支援センター登録

団体数 
206 団体(H26) 238 団体 242 団体 220 団体 

【指標数値の分析】 

・登録団体数については着実に伸ばしている。その一方で市内の NPO 法人数については微減で

ある。市民活動支援センターでは、NPO 法人について相談を受ける機会も多いので、正確な情

報発信に努めたい。 

 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・市民活動支援センター登録団体

数については既に目標値を上回

っているため上方修正する。 

・NPO 法人数を指標とするかは検

討の余地がある。 

○ 

市内の NPO 法人数 13 団体(H26) 12 団体 12 団体 15 団体 

 ① 市民活動・交流拠点の充

実 

市民活動団体が気軽に集え、情報交換などができる場として、市民活動支援セン

ターの機能の充実を図ります。また、市民、市民活動団体等の連携支援を図るため

に、情報通信機器の利活用などにより、市民活動支援センターを拠点とした市民活

動のネットワーク化を図ります。 

市民活動支援センターの印

刷機の無料利用の実施や機材

の充実を図っている。 

多くの市民活動団体が気軽

に集え、情報交換ができ、職員、

市民活動支援センター職員及

び市民活動団体の繋がりや情

報共有ができるよう、「登録団

体全体会」を月 1 回実施してい

る。平成 31 年１月からは、「登

録団体全体会」を「市民活動い

～輪会議」と改名し、夜にも開

催するなど市民活動団体が参

加しやすいよう団体の声を取

作業室の印刷機や機材等の

利用は増加傾向である活発な

市民活動等の支援に繋げるこ

とができた。 

「市民活動い～輪会議」は奇

数月に「昼の部」、偶数月には

「夜の部」と開催することで、

参加しやすくなった。 

かわらばん、広報紙を活用し

市民活動の情報発信や共有を

行い市民等の活動を積極的に

支援することができた。 

これまでの登録団体全体

会は、同一の団体による少

数の参加に留まっていた。 

登録団体や市民がより参

加しやすくなるよう開催時

間等変更した「市民活動い

～輪会議」の効果的な運用

が急務となっている。一方

的に市民活動支援センター

からの案内、情報提供をす

るだけでなく、参加者同士

の交流を図るために毎回テ

ーマを決め、意見交換を行

う時間を設けていくこと

市民活動支援センターの機能

を充実させ、団体同士の繋がりを

深め、交流の場を提供していくこ

とで、更なる市民活動の活性化を

図っていく。 

○ 
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単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

入れて変更した。また、広報紙

にて開催日やその内容等を広

く周知し、市民活動団体に加

え、一般市民の参加拡大に努め

ている。 

で、「参加型」の会議を目

指していく。 

 ② 市民活動情報の受発信

と相互交流機会の充実 

市民活動への参加機会の拡大をめざし、市民プラザまつりや 65 歳の集いなど市民

活動団体、ボランティア団体や NPO 法人等の活動を紹介する場と団体相互が交流で

きる機会を引き続き設けます。また、活動を手伝いたい市民と手伝ってほしい市民

活動団体を結びつける仕組みであるまちづくりネットワークを活用して、市民活動

の活性化に努めます。 

市民活動情報を掲載した情

報誌かわらばんの発行やホー

ムページ、SNS、映像配信によ

り情報発信を行っている。 

市民活動への参加機会を拡

大するための取組として、市民

プラザまつりなどのイベント

を開催している。 

つつじ交流会では、市民活動

助成金事業の実績報告やまち

づくりネットワークの成果報

告を行っている。 

情報の受発信のためのかわ

らばんやホームページ、SNS、

映像配信について、市民や市民

活動団体の意見を取り入れな

がら改善を行い、着実に効果を

高めている。 

各種行事についても、実行委

員会形式で市民参加を募るこ

とで内容を充実させ、参加者や

参加団体の増加に繋げること

ができた。 

行事の参加者数を増加さ

せるとともに、参加団体の

固定化を解消し、より多く

の市民活動団体が関わって

いける環境を整備していく

必要がある。 

各行事についての情報発信を

行い参加者のさらなる増加、拡大

を図っていく。 

 

○ 

 ③ 市民意識の向上と市民

活動組織の養成 

広報紙やホームページ、協働事業などを通じて、市民活動・市民協働に関する市

民意識の啓発・向上を図ります。また、NPO 法人の設立支援などを行うための人材

の育成に取り組むとともに、公益的な市民活動組織の養成に努めます。 

広報紙で定期的に協働のま

ちづくりコーナーを掲載する

など、市民活動・協働に関する

意識の啓発・周知等を行うとと

もに、市民活動支援センターに

おいて NPO 法人の設立支援相

談、市民活動相談を随時実施し

ている。 

平成 29 年度からは、市民活

動支援センターの自主事業と

して、広報力アップ講座や SNS

活用講座、ボランティアに関心

を持つ市民を対象としたボラ

ンティア講座を行っている。 

市の事業としては市民向け

協働セミナーを行っている。 

平成 30 年度は初の取組とな

る、同世代の若者を集め、岩倉

の将来を考える創造的な語り

場「FUTURE SESSION @ IWAKURA」

を全２回実施した。 

広報紙やホームページで市

民活動団体のイベント情報や

活動報告、メンバー募集などを

掲載し、協働等に関する意識の

啓発・周知等を行うことができ

た。 

平成 30 年度は初の取組とな

っ た 、「 FUTURE SESSION @ 

IWAKURA」により、若い世代の

市政や協働への関心を高める

ことができた。 

市内の NPO 法人数が微減

しており、法人登録手続の

ための情報発信、活動計画

策定の補助等の支援を高め

ていく必要がある。 

今後も広域的な情報提供や講

座開催など継続した支援を実施

するとともに、若い世代の市民活

動もニーズに合った形で支援し

ていく。 

〇 

 ④ 市民活動助成制度の充

実 

公益的な市民活動の自立的発展を促進するために、地域が抱える課題解決を図る

事業、市民の福祉向上やまちづくりに貢献する事業を行う市民活動団体に対して、

団体の活動段階に応じて助成する市民活動助成金制度の充実や、市民の自由で創造

的な発想による提案公募型事業などの導入を図ります。 

平成 30 年度の市民活動助成

金対象事業は 12 件実施され、

主に子育て支援などの福祉向

上や音楽のあるまちづくりに

貢献する事業であった。 

令和元年度の市民活動助成

金対象事業の申請件数は 12 件

あった。 

子育て支援から高齢者福祉

の向上、健康や音楽など、多様

な事業を展開することができ

た。 

助成期間が終了した団体に

ついても、自立をして公益的な

活動を続けることができてい

る。 

申請時の年間計画のとお

りに事業を実施できず、止

む無く事業を縮小する団体

もあり、無理のない事業計

画を立てるための事前相談

や助言など計画に沿って事

業を進めるための支援が必

要である。 

 

市民活動助成金審査会の意見

を聞きながら助成団体が自立で

きるような制度づくりや、新たな

人材の発掘等を目指していく。 

○ 

 ⑤ 市民自治・協働の推進 市民、市民活動団体、地域コミュニティ、事業者、行政などが、それぞれの責任

と役割を明確にし、市民と行政との協働ルールなどを定めた自治基本条例等の検証

を行いながら市民への浸透を図ります。 

市民、市民活動団体、地域コ

ミュニティ、事業者の代表が参

加する自治基本条例審議会に

おいて、自治基本条例や市民参

加条例の進捗状況の検証や両

条例の見直しの必要性につい

て検討した。 

職員の協働意識の向上を図

るため、職員を対象とした協働

研修を行った。 

平成 29 年度から行政区役員

自治基本条例審議会におい

て、市民参加条例の進捗状況の

検証を効果的に行うため、協働

の取組状況シートの様式に、市

民や団体との協働の取組状況

がより意識できるよう、改善等

を加え、その推進を意識づける

ことで、効果的な議論ができ、

良い見直しに繋がっている。 

継続して職員向けに研修

を実施することで自治基本

条例及び市民参加条例の知

識を深め、協働の意識付け

を図る。 

同条例について、市民認

知度を上げるための取組を

行う必要がある。 

引き続き、研修やセミナーを実

施していく。 

○ 
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単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

を対象とした地域リーダー協

働研修を実施している。 

（２）地域コミュニティの強化 身近な地域活動が盛んであ

ると感じている市民の割合 
31.4％(H26) 25.9％ - 35.0％ 

【指標数値の分析】 

・地域自治リーダー養成講座受講者数については、区長のみに限らず区役員にも呼びかけする

ことによって、参加者数が伸びてきている。一つの地域において複数の方に受講してもらうこ

とは重要なことであるため、今後も周知を続け、受講者を増やしたい。 

 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・行政区役員の地域づくりに関し

ての関心が高まっており、今後も

受講者は増えることが予想され

るため、指標数値を据え置く。 

○ 地域自治リーダー養成講座

受講者数 30 人(H26) 38 人 64 人 150 人 

 ① 地域自治組織関連施設

の充実 

各行政区等に設置されている地域集会所や学習等共同利用施設、公会堂等を地域

活動や市民活動の場として有効利用を図るため、各行政区等の協力を得て利用しや

すい施設運営を促進します。また、施設の改修・修繕や施設用備品類の更新等に対

して支援を行います。 

指定管理者制度等により市

民が利用しやすい施設運営を

促進するとともに、各行政区の

要望に応じて施設の改修・修繕

や施設用備品類の更新等に対

して支援を行っている。 

平成 30 年度は八剱町区がコ

ミュニティ助成事業を活用し、

盆踊り事業に必要な備品等を

購入できるよう支援した。 

各行政区の希望に沿って、概

ね施設の修繕や備品の買い替

えを行うことができている。 

また、コミュニティ助成事業

を活用して市や行政区の費用

負担を節減しながら地域の活

性化を図ることができている。 

各行政区等に設置されて

いる施設の多くが経年劣化

などにより高額な修繕や備

品買い替えの需要が高まっ

ている。 

各区の意向を把握し、計画的な

支援を実施する。 

○ 

 ② 地域コミュニティ組織

の情報発信の強化支援 

各行政区等の地域自治活動への支援と地域住民の参加促進及び地域間の連携を図

るために、市民活動支援センターを拠点とした情報発信などにより活動を支援しま

す。 

市民活動支援センターにお

いて、行政区の会計管理ソフト

の提供や印刷機の無料利用に

よる支援を行った。 

市民活動支援センターの利

用促進のため、第１回区長会を

市民プラザで開催し、各行政区

長に施設や設備について説明

を行った。 

希望する行政区に対し区ホ

ームページ開設の支援を行っ

た。 

会計管理ソフトの提供や印

刷機の無料利用について、複数

の行政区が利用をし、総会資料

の作成などに役立てられてい

る。 

２つの行政区がホームペー

ジを開設し、区民がいつでも区

の情報を知ることができるよ

うになった。 

時代背景に合った方法で

多様な情報発信を行えるよ

う検討していく。 

行政区のホームページの

活用を拡大するとともに、

運用の維持・情報の更新等

の管理を支援していく必要

がある。 

市民活動支援センターが行政

区のホームページや区で管理し

ている施設の予約システムなど

の管理をし、行政区を支援する。 

○ 

 ③ 地域コミュニティ活

動・組織の活性化 

地域コミュニティの活動と組織の活性化を図るため、地域の防災・防犯活動や福

祉・保健活動など地域住民が主体となった公益的な活動に対する助成・支援の充実

や、地域コミュニティのリーダーとなる人材育成などを進めます。また、市民のコ

ミュニティ意識の醸成と地域コミュニティ組織への加入促進の支援に努めます。 

行政区等で管理されている

施設や事業に必要な経費に対

し、区育成補助金を交付してい

る。 

行政区加入促進チラシの作

成や、外国人向けにゴミの分別

案内等の案内チラシの翻訳を

行うなど行政区に対し様々な

形で支援している。 

また、平成 29 年度から行政

区役員を対象に地域リーダー

協働研修を行っている。 

地域リーダー協働研修では、

概ね全ての行政区の役員に受

講してもらうことができ、将来

を見据えた地域づくりについ

てのヒントやまちづくりに関

心を深める機会の提供により

リーダーの人材育成を推進す

ることができた。 

協働研修に参加した役員

が得た知識やモチベーショ

ンをその後の活動に役立て

られるための支援が必要で

ある。 

引き続き、補助金や助成金など

の支援を続けるとともに、行政区

役員を対象とした協働研修を行

う。 

◎ 

（３）市民参加機会の拡大 市民参加により策定される

個別計画の割合 
54.5％(H26) 50.9％ 52.3％ 100％ 

【指標数値の分析】 

・市民参加条例施行後、各種計画の策定時には様々な方法で市民参加の手続を行うことを推進

しているが目標値には至っていない。 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・市民参加の手続の方法を複数で

実施した割合など、年度末で取り

まとめた数値を指標としたい。 

◎ 

 ① 企画・計画段階からの市

民参加機会の充実 

公募や市民委員登録により、審議会や委員会等への市民の参加機会を拡大すると

ともに、意見交換会の開催や無作為抽出により参加者を募る市民討議会の開催など、

多様な市民参加機会の創出と参加意識の高揚に努めます。 

市民参加条例に基づく市民

参加の手続である審議会等の

設置、アンケートの実施、意見

交換会・市民公聴会・市民討議

会の開催、パブリックコメント

の手続を適切に実施した。 

平成 29 年度は旧学校給食セ

ンターの跡地利用について、平

成 30 年度には岩倉市第５次総

合計画策定に係る市民討議会

を開催した。 

市民委員登録制度の積極的

な利用を周知し、平成 28 年度

各種市民参加手続の実施を

全庁的に取り組むことで、市民

参加の機会を大幅に拡大する

ことができた。 

行政にとっても市民の意見

を市政に反映する意識啓発の

良いきっかけとなっている。 

機会の喪失を防ぐため、

市民参加手続の実施予定や

実施状況の公表を徹底して

いく必要がある。また、実

施結果についても、速やか

な取りまとめ、公表が求め

られる。 

市民参加条例に規定する市民

参加の手続を確実に実施する。併

せて、予定や結果の公表を徹底し

ていく。 

◎ 
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単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

に５人、平成 29 年度に７人、

平成 30 年度に８人が審議会等

に参加した。 

政策提案制度による政策提

案が平成 28年度及び 29年度に

１件ずつ提出され、速やかに適

切な審議手続等を行った。 

 ② 各種計画策定時におけ

る市民意見の反映 
「広報・広聴」の再掲（P195）     

 

 



 第４次岩倉市総合計画 基本施策実績評価シート（H30）  

［Ａ］基本施策の総括的評価                                      

章 第 6章 市民とともに歩むひらかれたまち 節 第 2節 男女共同参画 

責任者 

所属 協働安全課 

基本施策 男女共同参画 総合計画書記載ページ P184－186 氏名 小松 浩 

基本施策 

の実施状況・成果 

［総括的評価］ 

・市民参加による男女共同参画社会の推進では、平成 29 年３月に男女共同参画基本計画を改訂した際

に、取り組むべき施策について担当課を明確に記載したことで、各課が主体的に施策に取り組むこと

ができている。さらに、男女共同参画行政推進会議及び男女共同参画懇話会において、計画の進捗状

況や効果を検証し施策に反映させている。 

・男女共同参画の意識啓発等では、啓発活動については、チラシやパンフレットの設置をするととも

にセミナーや講座を開催することで、老若男女すべての人たちが関心を持ち、参加できる環境づくり

に努めている。 

・多様な機会における男女共同参画の推進では、審議会等の女性登用率も着実に上昇しており、女性

の参加機会が拡大してきている。 

社会情勢の変化や国・県等

の動向からみた次期計画

の主要課題（外的要因によ

る課題） 

・女性の社会参加の拡大と、一方で男性の育児や家事への参加の拡大が、これまで以

上に求められていくため、男女の固定的な役割分担意識の解消と環境の整備のための

取組の検討が必要になる。 

・LGBT に代表される性的少数者に関する情報収集・提供や、理解を深めるための啓発

活動が一層求められていく。 

施策がめざす 

将来の姿 

第 4次総合計画で掲げためざす姿 

主な積み残し課題及び新

たに生じた課題（内的要因

による課題） 

・啓発活動は拡大できているが、講座やセミナーなどへの実際の市民の参加、特に男

性の参加が伸び悩んでいる。 

・審議会等への女性の登用率は上昇しているが、同一人物へ固定化している状況もあ

るため、より多くの女性の登用を促していく必要がある。 

●男性も女性も、その個性と能力を十分に発揮することができる社会が実現しています。 

●家庭においても社会の中でも固定的な性別役割分担意識がなくなり、男女の人権が尊重されていま

す。 

 

目標値 

 

基本成果指標 単位 
基準値 現状値 目標値 

算出根拠 
20年度 25年度 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 Ｈ32 

男女共同参画社会形成のための啓発活動や環境づくりに満足している市民の割

合 
％ 80.3 80.9 - - 85.2 79.0 84.1 85.0 ・市民意向調査、市民アンケートによる 

［Ｂ］単位施策・個別施策についての評価  

単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

（１）市民参加による男女共同

参画社会の推進 
 

  
〇 

 ① 市民参加による男女共

同参画社会の推進 

男女共同参画基本計画に基づく個別施策の進捗状況を検証する市民参加の男女共

同参画懇話会を設置するなどの取組を通じて、男女共同参画社会形成の推進を図り

ます。 

男女共同参画基本計画の推

進のため、職員で構成される男

女共同参画行政推進会議及び

市民等や有識者で構成される

男女共同参画懇話会を開催し、

取組状況の報告や意見交換を

行った。 

平成 30 年度からは、市民委

員登録制度を活用し、公募によ

る委員を新たに１人選任した。 

男女共同参画行政推進会議

及び懇話会を開催し、岩倉市男

女共同参画基本計画の取組状

況を検証し進捗管理を行うこ

とができた。 

効果的な審議の場とするた

め、事前に懇話会委員の質疑を

募り、担当課の回答一覧を作成

し検証を行うことができた。 

懇話会の後も、会議で出た意

見を全課にフィードバックし

て計画の推進に繋げることが

できた。 

平成 30 年度からは、市民委

員登録制度を活用し、男女比率

の均衡を保つことができた。 

行政推進会議や懇話会で

示された課題点や問題点を

解決するために、現状の取

組状況等を職員と市民に広

く周知し、市民参加のもと

次期計画の策定に向けて個

別施策の見直し・改善に取

り組んでいく必要がある。 

引き続き、男女共同参画を推進

していくため、行政推進会議や懇

話会の会議資料や議事録を積極

的に公開し、市民の関心を高める

よう努める。 

〇 

（２）男女共同参画の意識啓発

等 

男女共同参画に関する 

講座・イベント参加者数 
256 人(H26) 162 人 144 人 300 人 

【指標数値の分析】 

・文化講演会やサテライトセミナーを実施した年は参加者数が増加する。平成 30 年度はいずれ

も実施していないため総数は減少しているが、男女共同参画セミナー自体の参加者は増加して

いる。 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・講座やイベントの開催数にも限

りがあるため、見直しを検討す

る。 

〇 

 ① 男女共同参画意識の啓

発 

男女共同参画に対する理解促進を図るため、広報紙やホームページによる啓発を

推進するとともに、学校等との協力や男女共同参画セミナーなどを通して、幼少期

国や県、関連機関等から送付

される啓発用リーフレットや

啓発用リーフレットや展示

パネルは、ふれ愛まつりなどの

セミナー参加者の男女比

は女性の方が圧倒的に高

引き続き、啓発活動や講座、行

事等の実施に努めていく。 
〇 
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単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

から高齢者まで人権教育を含む男女共同参画についての教育や講座を実施します。 展示パネル等を利用し、情報提

供及び啓発に努めている。 

市民からなる企画委員会の

企画により、毎年、男女共同参

画セミナーを開催している。さ

らに、あいち男女共同参画財団

との共催で、男女共同参画サテ

ライトセミナーを実施した。 

人出の多い行事に展示するこ

とで、より多くの人に周知・啓

発することができた。 

各講座のアンケートでは企

画や内容に関しても概ね好評

であり、男女共同参画に関する

周知や理解が促進できている。 

く、男性の参加が乏しい。 

男性に対する啓発や行事

への参加の促進が課題であ

る。 

LGBTに関する理解を深め

るための啓発活動が求めら

れる。 

 ② 相談体制・情報提供の充

実 

配偶者や恋人などに対する暴力の根絶に向けて、また、性差や人権に関する相談

に対応するため、県の関係機関と連携を図り、的確な情報収集と相談窓口の紹介な

どに努めます。 

暴力の根絶、性差や人権に関

する内容を、パンフレットやチ

ラシ、展示パネルを設置し、市

民へ周知している。 

 女性に対する暴力の根絶、性

差や人権に関する相談に対応

できるよう情報収集を行い、パ

ンフレット･チラシの設置や窓

口の紹介に努め周知すること

ができた。 

啓発や情報収集に努める

一方で、相談はほとんどな

かった。 

潜在的に悩んだり困った

りしている人が存在するか

もしれないため、相談しや

すい環境づくりが求められ

る。 

関係機関・関係部署との連携を

強化し、相談窓口の紹介など適切

な対応に努める。 

〇 

（３）多様な機会における男女

共同参画の推進 審議会等への女性登用率 28.9％(H26) 29.4％ 30.8％ 35.0％ 

【指標数値の分析】 

・目標値まで到達していないものの、着実に女性登用率は上昇している。審議会等への女性の

登用に対する意識が全庁的に向上していると考えられ、今後も継続して呼びかけていくことが

重要である。 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・変更なし。 
〇 

 ① 審議会などへの女性の

参画の拡大 

女性の声を市政に反映させるため、市の様々な審議会や行政委員会などの女性委

員の登用率を向上させます。 

審議会等における女性委員

の登用を平成 30 年８月に開催

した岩倉市男女共同参画行政

推進会議において、各部署に呼

びかけた。 

市民参加条例に規定されて

いる「市民委員登録制度」には、

女性の委員登録も増えている

ため、制度の活用を各部署に対

して呼びかけた。 

目標値には達していないが、

審議会等の委員を登用する際

に、女性を積極的に登用する意

識を全庁的に高めることがで

きた。 

女性委員の割合は増加し

ているといえるが、同一の

女性委員の活躍によるもの

が多く見られる。より多く

の異なる女性委員の登用が

課題である。 

公募や市民委員登録制度を活

用してより多くの女性委員を登

用するよう理解促進に努める。 

〇 

 ② 職場における男女共同

参画の促進 

本市において女性の採用、登用、職域の拡大に努めます。また、就労における男

女格差の是正、女性の就労機会の拡大に向けて、男女共に働きやすい職場環境づく

りについて広く啓発します。 

市役所においては、女性の管

理職登用を男性と分け隔てな

く行い、女性の活躍できる環境

作りを積極的に推し進めてい

る。 

愛知県、周辺市町及び商工会

議所・商工会と連携し、就職フ

ェア・若年者就職相談窓口・創

業支援セミナーを開催し、就職

支援及び創業支援を実施した。 

本市においては、女性職員を

民間企業等の研修に派遣する

など能力開発の支援を行った。 

女性の課長級職員が平成 30

年度は６名となり、着実に増加

している。さらに、女性消防士

を１名採用した。 

 

女性の管理職員が増加し

ているものの、男性との割

合の比率は低い状況であ

る。 

女性職員を特定の部署に

偏ることなく全ての職域へ

の配置を考慮していく必要

がある。 

対外的にも、女性の社会

進出のための意識の啓蒙を

図る必要がある。 

男女ともに働きやすい環境づ

くりについて検討していく。 

〇 

 ③ 家庭生活・地域生活にお

ける男女共同参画の促

進 

家庭において男女が共に家事・育児や介護・看護を担うことができるよう、特に

男性を対象にした講座やイベントの開催等に努めます。また、地域活動への女性リ

ーダーの登用、地域ボランティア活動への男女バランスのとれた参加促進に努めま

す。 

男女共同参画セミナーにて

「自分らしさを見つけるため

に」をテーマに、男女ともに自

分らしく働き、暮らし、つなが

っていくための講座を開催し

た。 

地域活動において女性リー

ダーの登用を目指し研修会等

への派遣を行った。 

 男女共同参画セミナーを毎

年開催し、継続した啓発活動や

愛知県主催の研修会に、毎年 1

名、市民を派遣し、地域活動に

おける女性リーダーを育成す

ることができた。 

 講座やイベントにおい

て、男女ともに若年層の受

講率が低いため、企画や PR

方法に工夫が必要である。 

地域コミュニティにおけ

る女性の一層の活躍が必要

とされており、研修などへ

の参加により、地域活動の

担い手となる指導者の資質

向上や育成が必要である。 

若年層の男女が参加しやすい

企画や PR 方法を検討する。 

多方面への働きかけを行うな

ど、地域コミュニティ女性リーダ

ー育成のための研修へ参加を促

していく。 
〇 

 ④ 社会参加を支える制度

等の周知・啓発 

働く男女が仕事と家事・育児、介護・看護などを両立できるよう、保育・介護サ

ービスの周知を図るとについて啓発します。 

「いわくら子育て情報誌」に

より、複数の部署が実施する保

育・育児サービスをまとめて、

赤ちゃん訪問事業などで提供

した。 

パパママセミナーやこども

救命講習会を土・日曜に開催

一時保育や病児保育、休日保

育などを利用する保護者に対

して、働く環境を整備し、利用

してもらうことで、ワーク・ラ

イフ・バランスを推進すること

ができた。 

引き続き、保育・介護サ

ービスの周知を図り、育児

休業・介護休業制度の活用

を啓発していく必要があ

る。 

今後も制度の活用に向けて周

知啓発に努める。 

〇 



 第４次岩倉市総合計画 基本施策実績評価シート（H30）  
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及び基準値 

実績値 
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実績値 
Ｈ30 
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実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

し、働く親が参加し易いように

した。 

広報紙において介護の日を

特集記事として取り上げ、介護

休業制度や介護保険について

広く周知した。 
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［Ａ］基本施策の総括的評価                                      

章 第６章 市民とともに歩む ひらかれたまち 節 第３節 国際交流・多文化共生  

責任者 

所属 協働安全課 

基本施策 国際交流・多文化共生 総合計画書記載ページ P187-189 氏名 小松 浩 

基本施策 

の実施状況・成果 

［総括的評価］ 

・国際交流の促進では、岩倉市国際交流協会と協働で事業を実施したり、補助金を交付するなど様々

な形で支援し国際交流の推進を図っている。 

国際交流員による活動を小中学校以外に保育園や老人クラブ等へも広げ、地域や乳幼児から国際理

解を深めるような取組を行った。 

・多文化共生の推進では、地域コミュニティと外国人の連携を図り、災害時に備える知識を伝えるた

めの防災訓練に外国人の参加を促し、参加者が増加した。 

外国人サポート職員が窓口通訳のほか生活の相談を受けたり、岩倉市国際交流協会の事業として日

本語教室や健康相談、法律相談事業も実施されており、在住外国人の生活支援に努めている。 

社会情勢の変化や国・県等

の動向からみた次期計画

の主要課題（外的要因によ

る課題） 

・平成 31 年４月施行の改正出入国管理法により多くの外国人が本市及び近隣市町での

就労・居住が想定されることから、共生に向けた環境整備として、地域での外国人受

入に係る支援や多言語での窓口対応や手続のサポート等が必要となる。また、外国人

に対しての日本語教育と外国人児童生徒への教育の更なる充実などきめ細かい支援も

課題である。 

施策がめざす 

将来の姿 

第 4次総合計画で掲げためざす姿 

主な積み残し課題及び新

たに生じた課題（内的要因

による課題） 

・防災訓練は、平成 29 年度から岩倉東小学校地区（岩倉団地）において実施し、参加

人数も増えてきたが、今後も多くの外国人に参加を呼びかけ、継続して実施する必要

がある。 

●市民レベルの国際交流が活発に行われ、様々な国や地域の文化、習慣などにふれる機会が充実して

います。 

●多文化共生に対する関心と理解が高まり、日本人と外国人が共に地域活動を行っています。 

 

目標値 

 

基本成果指標 単位 
基準値 現状値 目標値 

算出根拠 
21年度 26年度 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 Ｈ32 

国際交流や外国人との共生に満足している市民の割合 ％ 80.4 84.1 84.1 - 84.1 85.1 - 90.0 ・市民アンケートによる 

［Ｂ］単位施策・個別施策についての評価  

単位施策の名称 
単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 

次期計画に向けての方向性 評価 指標名 
基準年度 
及び基準値 

実績値 
Ｈ29 

実績値 
Ｈ30 

目標値 
Ｈ32 

実施内容 成果・到達点 
積み残し課題 

及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

（１）国際交流の促進 
中学生海外派遣生徒数 14 人(H26) 14 人 14 人 14 人 

【指標数値の分析】 

・目標値を達成することができた。 

 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・指標について、見直しも含めて

検討していく。 

◎ 

 ① 草の根の国際交流活動

の促進 

草の根の国際交流を進めるため、広く市民が参加する国際交流に関する講座やイ

ベント、ホームステイ、海外地域への訪問団派遣など、岩倉市国際交流協会等の国

際交流団体の活動を積極的に支援します。 

広く市民が参加する国際交

流事業を実施し、多文化共生社

会の推進に向け、様々な交流事

業や講演会などを実施する岩

倉市国際交流協会に補助金を

交付し、財政的に支援を行っ

た。広報紙において岩倉市国際

交流協会の実施する事業につ

いて周知を図った。 

外国人児童の多い岩倉東小

学校で、平成 29 年度から毎週

土曜日に「東小学校夢くらぶ」

を開催し、外国人児童やその親

への交流支援を行った。 

岩倉市国際交流協会に対し

財政的支援をすることで、市民

に国際交流の大切さを伝え、国

際理解を深めることができた。

また、外国人に対しても日本語

教室や相談会、岩倉東小学校で

の交流事業などを通じ様々な

形で支援することができた。 

岩倉市国際交流協会は人

材不足とイベントへの参加

人数の伸び悩みを課題とし

てとらえている。協会のイ

ベント等により多くの市民

の参加を促し、国際理解を

深めることが必要である。 

岩倉市国際交流協会の主催す

るイベント等の広報紙掲載を始

めとする周知や財政的支援を継

続して実施する。また、国際交流

員と岩倉市国際交流協会と共催

事業を実施し、岩倉市における国

際交流を推進する。 
◎ 

 ② 国際理解教育の充実 国際交流員による小中学校での活動や異文化体験の貴重な機会となる中学生海外

派遣事業の継続によって、子どもたちを対象にした学校における国際理解教育を推

進します。また、岩倉市国際交流協会等による講座やセミナーの開催支援や地域で

開催される各種行事等への国際交流員の積極的な参加促進を通じて、地域における

国際理解教育の充実に努めます。 

中学生海外派遣事業を継続

して実施し、派遣団の中学生に

よる体験講演会を実施した。 

国際交流員による、中学校で

の外国語指導助手、小学校・児

童館での国際理解教育などを

実施した。 

保育園や子育て支援センタ

ーにおいて未就学児・未就園児

と英語で交流する機会を設け

中学生海外派遣事業を継続

して実施し、異文化に触れ、国

際感覚を養うことができた。ま

た、派遣団の中学生による体験

講演会を行い、異国での貴重な

経験を広く伝えることで、国際

理解教育の推進、多文化共生社

会への理解を深めることに繋

がった。 

国際交流員による、中学校で

国際交流員の技量により

活動内容や活動日数等が変

わってくるため、誠実な人

材の採用には岩倉市国際交

流協会の協力も必要であ

る。 

岩倉市国際交流協会の実

施するイベントにより多く

の市民に参加を促す広報紙

等が課題である。 

中学生海外派遣事業では中学

生の代表が、海外でホームステ

イ、現地学校での交流を通じて異

国の文化風習を体感し、見識を深

め国際感覚を養うことができる

よう支援する。 

国際交流員による小中学校、児

童館、保育園、子育て支援センタ

ーでの活動を通じ、国際理解教育

の充実に努める。 

◎ 
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単位施策の成果指標 個別施策の実施状況と課題 
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及び新たな課題  個別施策の名称 個別施策の内容 

た。 

岩倉市国際交流協会が主催

するイベント等に様々な形で

参加し市民と交流を深めた。 

岩倉市国際交流協会の事業

として料理教室やふれ愛まつ

りのモンゴル紹介ブースを担

当し、多くの市民と触れ合い、

国際交流の推進に努めた。 

の外国語指導助手、小学校・児

童館での国際理解教育などを

実施する中で児童生徒の国際

交流に対する意識の向上を図

ることができた。さらに、保育

園や子育て支援センターにお

いて未就学児・未就園児と交流

する機会を設け、幼少のころか

ら異文化に触れ、国際感覚を養

えるような環境づくりに努め

た。 

 

岩倉市国際交流協会による講

座やセミナーを国際交流員と協

働で実施し、地域における国際理

解と異文化に対する理解を深め

る。 

（２）多文化共生の推進 地域・事業者・外国人等との

懇談会開催数 

０回(H26) ０回 ０回 ２回 

【指標数値の分析】 

・市民活動団体主催の外国人向け懇談会は平成 29 年度に開催されたが継続実施ではない。外国

人のコミュニティは多種多様であり、多くの人数を決まった時間に集める懇談会の開催は難し

い。 

【次期計画の指標数値の方向性】 

・健康相談は毎年実施しており、

窓口での個別相談は随時行って

いる。相談業務や防災訓練等の参

加人数などを指標数値としたい。 

〇 

 ① 在住外国人の生活環境

整備 

外国人が日常生活に不安を覚えない暮らしやすい環境づくりのため、外国人にわ

かりやすい案内看板等を整備するとともに、外国語による市政情報のパンフレット

作成などにより生活情報や制度の周知を図ります。また、外国人サポート事業を充

実するとともに、岩倉市国際交流協会が開催する日本語教室や健康相談を支援する

など、在住外国人の生活支援に努めます。 

外国人向けに生活情報や制

度について多言語でのパンフ

レットを用意し周知を図った。 

外国人サポート職員を市役

所に配置し各種手続や相談等

の支援を行った。 

岩倉市国際交流協会の実施

する日本語教室や外国人向け

健康相談・法律相談の周知を図

った。 

ホームページに翻訳サービ

スを導入し、外国人に対し市政

情報等を提供した。 

生活情報や制度についての

パンフレットの多言語での作

成や、ホームページに翻訳サー

ビスを導入するなど、外国人に

対して市政情報等の提供をす

ることで、外国人にとって安心

で暮らしやすい環境づくりに

努めた。 

外国人サポート職員を市役

所に配置し、各種手続や相談等

の支援を行い外国人の生活全

般の支援を行った。 

岩倉市国際交流協会の実施

する日本語教室や外国人相談

会の周知を図り、在住外国人の

生活支援等に努めた。 

在住外国人の国籍が平成

30 年４月１日現在、37 か国

となり、多言語化している

ため、すべての言葉に対応

することは難しい。 

公共施設内の表示や案内

看板等は目で見てわかるピ

クトグラムなどの整備が必

要である。 

日本語教室の利用者は増

加傾向であり、運営スタッ

フの確保が課題である。 

外国人のための環境づくりと

して外国人サポート事業を継続

して実施する。 

岩倉市国際交流協会の実施す

る日本語教室や健康相談等、外国

人をサポートする事業も含め岩

倉市国際交流協会を支援する。 

○ 

 ② 在住外国人の地域社会

への参画促進 

地域コミュニティと連携して、日本の文化・習慣等に関する在住外国人の理解を

深めるための交流イベントや在住外国人向けの地域懇談会の開催などまちづくりを

日本人と在住外国人との協働によって促進します。 

岩倉東小学校区で実施した

自主防災会地域合同防災訓練

に外国人の参加を呼びかけた。 

泉町地区老人会において、国

際交流員が異文化を紹介する

講演をし、その後交流を図っ

た。 

在住外国人とのトラブルに

ついての相談対応を行った。 

岩倉東小学校区で実施した

防災訓練に外国人の参加を呼

びかけたところ、平成 29 年度

は 4 人の参加だったが、平成 30

年度の外国人の参加人数は 33

人に増えた。様々な訓練を外国

人と地域住民と一緒に体験す

ることで、地域との交流を図っ

た。また、身近に起こりうる災

害についてや、災害時の行動や

普段の準備について知らせる

など、災害に対する知識を深め

ることができた。 

国際交流員が地域に出向き

交流し、異文化の紹介や多文化

共生社会に関する話をするこ

とでその推進に努めた。 

外国人と地域が交流でき

るような活動など地域にお

ける外国人への理解促進が

課題である。 

防災訓練への外国人の参

加を広く呼び掛け、外国人

が災害に対する知識を深め

ることと災害対策の準備に

努める重要性を伝えていく

ことが課題。 

外国人に災害とその発生時の

行動に関する予備知識を習得す

る機会を提供する必要がある。 

また、災害発生時に地域と共に

支援する体制づくりが必要であ

る。 

○ 

 


